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  行政法  平成 24 年度 問題８ Ｂ 
 
 
 
 
 

   
   

 

 行政法における信頼保護に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照
らし、正しいものはどれか。 
 
１ 地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した
後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定
の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、
信義衡平の原則により一度なされた当該決定を変更できない。 
２ 公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していた
はずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を
受けていた場合には、そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを
理由に、信義誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成
される。 
３ 課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なもの
として取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平
という要請を犠牲にしでもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納
税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存
する場合に限られる。 
４ 課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出な
どにより納税者に周知する措置をとらなかったとしても、そのような事情
は、過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定され
ている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考
慮の対象とならない。 
５ 従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の根拠と
なる法律所定の課税品目に当たるとする通達の発出により新たに課税の対
象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであ
ったとしても、租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である。 
 
 
 
  



  行政法  行政法の一般原則 ３ 

 
１ × 
  判例は、「地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたつて継
続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴つて変
更されることがあることはもとより当然であつて、地方公共団体は原則と
して右決定に拘束されるものではない。」としている（最判昭 56.1.27）。 

 
２ × 
  本肢の場合について、判例は、失職を主張することが信義則に反し権利
の濫用に当たるものということはできないとしている（最判平 19.12.13）。
本肢のように、長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、信義誠実
の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成されるとはしてい
ない。 
 
３ 〇 
  判例は、「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信
義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことが
できる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主
義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用について
は慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平
という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税
者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存す
る場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。」としてい
る（青色申告承認申請懈怠事件／最判昭 62.10.30）。 
 
４ × 
  判例は、本肢に挙げられている事情を考慮し、国税通則法 65 条４項にい
う「正当な理由」があるものというべきであるとしている（ストックオプ
ション課税事件／最判平 18.10.24）。 
 
５ × 
  判例は、「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであ
つても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課
税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、……。」としている（通
達課税違憲訴訟／最判昭 33.3.28）。 
 
  
  




